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資料Ｂ-２ 
 

アンケート調査票の例 

 

 

動物実験の実施状況に関する調査票（平成 28 年９月１日時点） 

 

※「実験動物施設」の定義は以下のとおりです。 

「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（平成 18 年環境省告示第 88号）よ

り抜粋。 

 (1) 実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供す

ることをいう。 

 (2) 施設 実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。 

 (3) 実験動物 実験等の利用に供するため、施設で飼養又は保管をしている哺(ほ)乳類、鳥類

又は爬(は)虫類に属する動物（施設に導入するために輸送中のものを含む。）をいう。 

 

１．以下の･･････団体のうち、加盟している団体のすべてに○をつけてください。 

  複数の団体に加盟されている場合、それぞれから本調査依頼の連絡がありますが、回答は一

度のみで結構です。国内に複数施設を有し、各施設での対応状況が異なる場合には、施設毎に

回答をお願い致します。送付に際しては、全施設分を一括、もしくは各施設から個別回答、い

ずれでも構いません。 

 

１（  ）・・・・ 

２（  ）・・・・ 

３（  ）・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

 

 

 

２．以下の３つの質問 Aから Cについて、該当する選択肢に○をつけてください。 

問 A 貴社は、以下のいずれに該当しますか？（複数回答可） 

 ＜製造・販売・企画＞ 

 1（  ）医薬品関係  2（  ）医療機器関係 

 3（  ）化粧品関係  4（  ）食品・食品添加物関係 

 5（  ）その他の製造・販売 【具体的に                  】 

 ＜試験・研究＞ 

 6（  ）受託試験機関  

問 B 企業内に動物実験施設（試験研究用の動物の飼養施設）を有していますか？ 

 1（  ）有しており、動物実験を実施している 

 2（  ）有しているが、動物実験を実施していない 
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 3（  ）有していない  

問 C 外部委託により動物実験を実施していますか？（複数回答可） 

 1（  ）外部委託していない 

 2（  ）国内の企業等に外部委託しており、委託先において機関内規程が定められていること

を確認している 

 3（  ）国内の企業等に外部委託しているが、委託先における機関内規程の定めの有無を確認

していない 

 4（  ）海外の企業等に外部委託している 

 

 

 

企業内に動物実験施設を有し、動物実験を実施している場合のみ、次ページ以降の質問へお進み

ください。 

動物実験を実施していない、あるいは外部委託のみの場合は、以下の質問への回答は不要です。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

３．貴機関で実施している動物実験に関して該当するところに○をつけてください。 

なお、設問において｢予定している｣を選択した場合は、該当する実施予定年度を選択して

ください。 

 

  国内に複数の実験施設（設置場所の所在地や施設名が異なる場合など）を保有し、各施設で

の対応状況が異なる場合には、施設毎に回答をお願い致します。送付に際しては、全施設分を

一括、もしくは各施設から個別回答、いずれでも構いません。 

 

（  ）施設中の（  ）番目 

 

問１－１ 動物実験に関する機関内規程が定められていますか？ 

 1（  ）定められている 

 2（  ）策定を予定している 

（・ 平成 28 年度末 ・ 平成 29 年度末 ・平成 30 年度末 までに実施予定  ） 

 3（  ）定める予定はない 

問１－２（問１－１の追加質問）機関内規程の根拠基本指針は以下のいずれとしていますか？（複

数回答可） 

 1（  ）厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 

 2（  ）研究機関等における動物実験の実施に関する基本指針（文部科学省） 

 3（  ）農林水産省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 

 4（  ）動物実験の適正な実施に向けたガイドライン（日本学術会議） 

 5（  ）その他の指針、ガイドライン等 
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     （具体的な指針等名：                       ） 

 6（  ）根拠基本指針を明確には記述していない 

問２ 動物実験委員会の構成メンバーで該当するものすべてに〇をつけてください。（複数回答可） 

1（  ）動物実験等に関して優れた識見を有する者 

2（  ）実験動物に関して優れた識見を有する者 

3（  ）その他学識経験を有する者 

4（  ）①から③以外の者 （具体的な者：               ） 

5（  ）動物実験委員会が設置されていない 

問３ 基本指針に基づき、実施機関の長による動物実験計画の承認又は却下を実施しています

か？ 

 1（  ）実施している 

 2（  ）実施を予定している 

（・ 平成 28 年度末 ・ 平成 29 年度末 ・平成 30 年度末 までに実施予定  ） 

 3（  ）承認・却下をしているが実施機関の長ではない者が実施している 

（具体的な者：                            ） 

 4（  ）実施する予定はない 

問４ 基本指針に基づき、動物実験等の終了の後、実施機関の長が動物実験計画の実施結果につ

いて報告を受け、必要に応じ、改善措置を講じていますか？ 

 1（  ）講じている 

 2（  ）講じることを予定している 

（・ 平成 28 年度末 ・ 平成 29 年度末 ・平成 30 年度末 までに実施予定  ） 

3（  ）講じる予定はない 

問５ 基本指針に基づき、教育訓練等を実施していますか？ 

 1（  ）実施している 

 2（  ）実施を予定している 

（・ 平成 28 年度末 ・ 平成 29 年度末 ・平成 30 年度末 までに実施予定  ） 

3（  ）実施する予定はない 

問６ 基本指針に基づき、自己点検及び評価を実施していますか？ 

 1（  ）実施している 

 2（  ）実施を予定している 

（・ 平成 28 年度末 ・ 平成 29 年度末 ・平成 30 年度末 までに実施予定  ） 

3（  ）実施の予定はない 

問７－１ 外部の機関等（第三者）による検証（認証）を実施していますか？ 

 1（  ）実施している 

検証又は認証機関名 直近の検証又は認証日 

 平成  年  月 

 平成  年  月 

 2（  ）実施を予定している 

（・ 平成 28 年度末 ・ 平成 29 年度末 ・平成 30 年度末 までに実施予定  ） 

3（  ）実施の予定はない 
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問７－２（問７－１の追加質問）外部検証（認証）の実施の有無にかかわらず、外部検証（認証）

を実施する上での問題点、ご要望等について、自由にお書きください。 

 

 

 

問８ 基本指針に基づき動物実験等に関する情報を適切な方法により公表していますか？ 

 1（  ）公表している 【問９へお進みください】 

 2（  ）公表を予定している 【問 11 へお進みください】 

（・ 平成 28 年度末 ・ 平成 29 年度末 ・平成 30 年度末 までに実施予定  ） 

3（  ）公表の予定はない 【問 11 へお進みください】 

 4（  ）情報公開請求があったときのみ公表する 

問９ 「問８」により公表している動物実験等に関する具体的な情報について該当するものすべ

てに〇を付けてください。 

 1（  ）機関内規程 

 2（  ）自己点検および自己評価結果 

 3（  ）外部検証結果 

 4（  ）動物種 

 5（  ）飼育匹数 

 6（  ）施設の情報（飼養保管施設の名称並びに主要な飼養保管施設の名称等） 

 7（  ）動物実験計画書の年間承認件数 

 8（  ）教育訓練の実績（実施日、実施内容概略、参加者数等） 

 9（  ）動物実験委員会の委員の構成（役職、専門、資格等） 

 10（  ）その他（下の枠内にお書きください） 

 

その他 

 

問 10 「問８」による公表の方法について該当するものをお答えください。（複数回答可。「その

他」の場合は、下記に具体的な公表の方法を記載） 

 1（  ）ホームページ 

 2（  ）年報 

 3（  ）その他 
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その他（公表の方法） 

 

 

 

問 11 動物実験等に関する情報の公表の有無にかかわらず、公表の問題点、ご要望等について、

自由にお書きください。 

 

 

 

問 12  災害時等の緊急時における、実験動物の保護や、実験動物の逸走による人への危害、環境

保全上の問題等の発生の防止のための計画※を作成していますか？ 

1（  ）作成している 

2（  ）作成を予定している 

（・ 平成 28 年度末 ・ 平成 29 年度末 ・平成 30 年度末 までに実施予定  ） 

  3（  ）作成の予定はない 
 

※ 問 12 については、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18年環境

省 告 示 第 88 号 ） に 規 定 さ れ て い る 事 項 で す （ 参 考 URL ：

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h25_84.pdf ） 
 

（問 12） 第３ 共通基準 ３ 危害等の防止 (4) 緊急時の対応  
管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の

緊急時に採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成するものとし、管理者等は、緊急事態が発
生したときは、速やかに、実験動物の保護及び実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の
問題等の発生の防止に努めること。 

 

問 13 動物実験を適正に実施するために、ご意見・ご要望などがありましたら自由にお書きくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。 

ご協力ありがとうございました。 
以上 


